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連結子会社の和解による訴訟の解決に関するお知らせ 

 
当社連結子会社である GRAVITY Co.,Ltd.（韓国ソウル市、以下「GRAVITY」という。）が Softstar 

Entertainment Inc.（台湾台北市、以下「Softstar」という。）より提起されていた訴訟につ
いて、平成 21 年 12 月 9 日付で和解が成立いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。 
 

記 
 
１ 訴訟の提起から和解に至るまでの経緯 

GRAVITY は平成 18 年 10 月 27 日、Softstar より、両社の間で締結されたオンラインゲ
ームのライセンス契約に基づくオープンベータテストにおいて発生した損失などに関し
て損害賠償訴訟をシンガポール最高裁判所高等法廷に提起されました。本件は、GRAVITY
が Softstar に引き渡したオンラインゲームのプログラムに瑕疵があるという理由で、
Softstar が契約の解除をするとともに損害賠償を要求したものです。 

これに対し GRAVITY は、引き渡したオンラインゲームのプログラムに瑕疵はなく、一方
的な契約の解除は不当であると主張してまいりました。 

今回、GRAVITY は、本件訴訟が継続された場合の訴訟費用等を総合的に勘案した結果、
Softstar と和解することといたしました。 

 
２ 和解の内容 

GRAVITY は Softstar に 200 万ドル（概算 178 百万円）の和解金を支払う。 
 
３ 当該子会社の概要 

商   号：GRAVITY Co.,Ltd. 
本店所在地：韓国ソウル市 
代 表 者：代表理事 大野 俊朗 

 
４ 今後の見通し 

11 月 12 日発表済の「平成 21 年 12 月期 第 3 四半期決算短信」にて、本和解に関する
特別損失121百万円を計上しております。なお、当社は業績予想を開示しておりませんが、
本和解の成立が業績に与える影響は軽微であります。 

 
以上 


